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現金自動機器の設置台数

２９台現金自動預金・支払機（ＡＴＭ）

ATMご利用時間のご案内
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はこしんカードによるお引き出し
利用手数料（１回につき）※

８時45分まで　108円
８時45分～18時　無料
18時以降　108円

９時まで　　108円
９時～14時　無料
14時以降　108円

終日　108円

●ＡＴＭ機では、次のお取り扱いをいたしております。
（１）平日の７時～８時まで
　　・お引き出し、残高照会、お振込（ご入金、通帳記帳、キャッシングはできません。）
（２）平日の８時～18時まで
　　・ご入金、通帳記帳、お引き出し、残高照会、お振込 (15時以降はお振込予約）、キャッシング
（３）平日の18時以降及び土曜日、日曜日、祝日
　　・お引き出し、残高照会、お振込予約、キャッシング（ご入金、通帳記帳はできません。）

自動機器設置状況

※当金庫の出資金をお持ちの会員のお客さまは、上記当金庫ＡＴＭお引き出し利用手数料（時間外手数料）が
無料となります。

　なお、ＡＴＭ時間外手数料が無料となるのは、以下のお取り扱いが対象となります。
　　　１．出資金をお持ちの営業店で開設している口座のカードが対象となります。
　　　２．個人・法人カードとも対象となります（ローンカードも含まれます）。
　　　３．当金庫　本・支店並びに当金庫店外ＡＴＭでのお取引が対象となります。
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資 産 の 部 平成25年3月末 平成26年3月末 負 債 の 部 平成25年3月末 平成26年3月末
現　　　　　　　　　金  2,464  2,481 預 金 積 金  119,197  123,777 
預 け 金  31,597  34,712 当 座 預 金  3,225  3,980 
買 入 金 銭 債 権  5  4 普 通 預 金  53,164  54,045 
有 価 証 券  24,249  22,557 貯 蓄 預 金  1,278  1,142 
国 債  13,190  13,018 通 知 預 金 －  104 
地 方 債  3,595  2,846 定 期 預 金  56,311  58,701 
社 債  4,036  4,351 定 期 積 金  4,226  4,435 
株 式  9  9 そ の 他 の 預 金  990  1,367 
そ の 他 の 証 券  3,418  2,331 借 用 金  240  195 

貸 出 金  68,065  71,221 借 入 金  240  195 
割 引 手 形  1,143  961 そ の 他 負 債  282  295 
手 形 貸 付  7,555  9,292 未 決 済 為 替 借  64  47 
証 書 貸 付  58,001  59,759 未 払 費 用  57  66 
当 座 貸 越  1,365  1,208 給 付 補 填 備 金  7  6 

そ の 他 資 産  747  679 未 払 法 人 税 等  4  4 
未 決 済 為 替 貸  29  26 前 受 収 益  67  82 
信 金 中 金 出 資 金  420  420 払 戻 未 済 金  25  23 
前 払 費 用  31  23 払 戻 未 済 持 分 0 0
未 収 収 益  210  165 職 員 預 り 金  43  47 
そ の 他 の 資 産  56  43 そ の 他 の 負 債  12  16 

有 形 固 定 資 産  1,238  1,228 賞 与 引 当 金  14  10 
建 物  578  549 退 職 給 付 引 当 金  378  354 
土 地  614  580 偶 発 損 失 引 当 金  74  112 
その他の有形固定資産  45  98 睡眠預金払戻損失引当金  9  16 

無 形 固 定 資 産  24  22 繰 延 税 金 負 債  116  95 
ソ フ ト ウ ェ ア  15  13 債 務 保 証  135  137 
その他の無形固定資産  9  9 負 債 の 部 合 計  120,449  124,996 

債 務 保 証 見 返  135  137 
貸 倒 引 当 金  △ 3,941  △ 4,019 純 資 産 の 部 平成25年3月末 平成26年3月末 
（うち個別貸倒引当金）  （△ 3,394）  （△ 3,145） 出 資 金  3,136  3,112 

普 通 出 資 金  1,736  1,712 
優 先 出 資 金  1,400  1,400 

資 本 剰 余 金  163  163 
資 本 準 備 金  163  163 

利 益 剰 余 金  534  504 
利 益 準 備 金  37  69 
そ の 他 利 益 剰 余 金  496  435 
特 別 積 立 金  100  300 
当期未処分剰余金  396  135 

会 員 勘 定 合 計  3,834  3,780 
その他有価証券評価差額金  302  249 
評価・換算差額等合計  302  249 

純 資 産 の 部 合 計  4,137  4,029 
資 産 の 部 合 計  124,587  129,026 負債及び純資産の部合計  124,587  129,026 

❖ 貸借対照表 ❖
（単位：百万円）

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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科　　　　目 平成24年度 平成25年度 科　　　　目 平成24年度 平成25年度

経 常 収 益  2,152,799  2,343,924 特 別 利 益  4 －
資 金 運 用 収 益  1,828,955  1,863,104 固 定 資 産 処 分 益  4 －

貸 出 金 利 息  1,452,307  1,436,086 特 別 損 失  12,157  7,093 

預 け 金 利 息  96,979  89,522 固 定 資 産 処 分 損  126  4,944 

有価証券利息配当金  268,923  324,678 減 損 損 失  2,756  2,149 

その他の受入利息  10,745  12,817 その他の特別損失  9,274 －

役 務 取 引 等 収 益  229,520  217,450 税 引 前 当 期 純 利 益  319,400  53,452 

受 入 為 替 手 数 料  112,034  110,537 法人税、住民税及び事業税  4,608  4,608 

その他の役務収益  117,486  106,912 法 人 税 等 調 整 額 － －

そ の 他 業 務 収 益  39,157  235,556 法 人 税 等 合 計  4,608  4,608 

外 国 為 替 売 買 益  174  107 当 期 純 利 益  314,792  48,844 

国債等債券売却益  25,919  5 繰 越 金  82,111  86,441 

国債等債券償還益 －  234,100 当 期 未 処 分 剰 余 金  396,903  135,285 

その他の業務収益  13,064  1,344 

そ の 他 経 常 収 益  55,165  27,813 

償 却 債 権 取 立 益  29,819  353 

その他の経常収益  25,346  27,459 

経 常 費 用  1,821,246  2,283,378 

資 金 調 達 費 用  65,055  63,859 

預 金 利 息  59,029  57,535 

給付補填備金繰入額  3,937  3,822 

借 用 金 利 息  1,645  2,039 

その他の支払利息  442  462 

役 務 取 引 等 費 用  155,276  150,962 

支 払 為 替 手 数 料  19,789  19,408 

その他の役務費用  135,487  131,554 

そ の 他 業 務 費 用  423  421 

その他の業務費用  423  421 

経 費  1,343,528  1,282,179 

人 件 費  776,861  758,528 

物 件 費  539,430  497,370 

税 金  27,235  26,280 

そ の 他 経 常 費 用  256,962  785,954 

貸倒引当金繰入額  243,994  714,512 

貸 出 金 償 却 －  7,493 

その他の経常費用  12,968  63,948 

経 常 利 益  331,552  60,545 

❖ 損益計算書 ❖
（単位：千円）

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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❖ 剰余金処分計算書 ❖
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科 　 　 目 平成24年度 平成25年度
当 期 未 処 分 剰 余 金 396,903 135,285
剰 余 金 処 分 額 310,462 66,822
利 益 準 備 金 31,500 4,900
普通出資に対する配当金（年　1.0％） 17,362 （年　1.0％） 17,122
優先出資に対する配当金 61,600 44,800
特 別 積 立 金 200,000 －
（ 任 意 積 立 金 ） （　200,000） （　　　　－）

繰 越 金 ( 当 期 末 残 高 ） 86,441 68,462

（単位：千円）

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

　平成２６年６月１８日開催の第９１期通常総代会で承認を得た貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計
算書は、信用金庫法第３８条の２第３項の規定に基づき、監査法人銀河の監査を受けております。

　平成２５年度における貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書（以下、「財務諸表」という。）
の適正性、及び財務諸表作成に係る内部監査の有効性を確認しております。

平成２６年５月29日
函館信用金庫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
理事長　　　　　　　　　　　　　　　

（貸借対照表の注記）
注１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
　２．有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定
額法）、子会社・子法人等株式及び関連法人等株式については移動平均法による原価法、
その他有価証券については原則として決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は
主として移動平均法により算定）、ただし、株式、証券投資信託については、決算日前
１カ月平均の市場価格等に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、
時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法
又は償却原価法により行っております。

　　　なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しており
ます。

　３．有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定率法（ただし、平成１０年４月１
日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）については定額法）を採用しております。

　　　また、主な耐用年数は次のとおりであります。
　　　　　建　物　３４年～ ３９年
　　　　　その他　５年～ １０年
　４．無形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定額法により償却しております。
なお、自金庫利用のソフトウェアについては、金庫内における利用可能期間（５年）に
基づいて償却しております。

　５．優先出資交付費については、該当ございません。
　６．外貨建資産・負債は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。
　７．貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
　　　「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実
務指針」（日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第４号）に規定する正常先債
権及び要注意先債権に相当する債権については、一定の種類毎に分類し、過去の一定期
間における各々の貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。破綻
懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証によ
る回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を計上しております。破綻
先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処分可能見
込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を計上しております。

　　　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署の協力の下に資産査定
部署が資産査定を実施しております。

　　　なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担
保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額
として債権額から直接減額しており、その金額は９９０百万円であります。

　８．投資損失引当金については、該当ございません。
　９．賞与引当金は、職員への賞与の支払いに備えるため、職員に対する賞与の支給見込額
のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。

　１０．退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、過去勤務費用及
び数理計算上の差異の費用処理方法は次のとおりであります。

　　　過去勤務費用　　　　その発生年度の職員の平均残存勤務期間内の一定の年数（１１年）
による定額法により費用処理（又は損益処理）

　　　数理計算上の差異　　各発生年度の職員の平均残存勤務期間内の一定の年数（１１年）
による定額法により按分した額を（それぞれ発生の翌事業年度
から）費用処理（又は損益処理）

　１１．役員退職慰労引当金は、該当ございません。
　１２．睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請
求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積もり、必要と認める額を
計上しております。

　１３．偶発損失引当金は、信用保証協会等への負担金の支払いに備えるため、将来の負担金

支払見込額を計上しております。
　１４．所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成２０年４月１
日前に開始する事業年度に属するものについては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理
によっております。

　１５．消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。
　１６．理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債権総額　１,４４９百万円
　１７．理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債務総額　　　なし
　１８．子会社等の株式又は出資金は、ございません。
　１９．子会社等に対する金銭債権は、ございません。
　２０．子会社等に対する金銭債務は、ございません。
　２１．有形固定資産の減価償却累計額　１,３６４百万円
　２２．有形固定資産の圧縮記帳額は、ございません。
　２３．貸借対照表に計上した固定資産のほか、自動預金支払機（ＡＴＭ：１台）、金庫使用
車両（２７台）、営業店ネットワークシステム機器、電話機及び電話設備については、所
有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。

　２４．貸出金のうち、破綻先債権額は２０８百万円、延滞債権額は６,０８３百万円であります。
　　　なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその
他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計
上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」と
いう。）のうち、法人税法施行令（昭和４０年政令第９７号）第９６条第１項第３号のイから
ホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。

　　　また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営
再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であり
ます。

　２５．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額はございません。
　　　なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月
以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。

　２６．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は８６０百万円であります。
　　　なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、
金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる
取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないも
のであります。

　２７．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額
は７,１５１百万円であります。

　　　なお、２４．から２７．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
　２８．ローン・パーティシペーションについては、該当ございません。
　２９．手形割引は、業種別監査委員会報告第２４号に基づき金融取引として処理しております。
これにより受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替は、売
却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金
額は９６１百万円であります。

　３０．担保に供している資産は次のとおりであります。
　　　　担保に供している資産
　　　　　　有価証券　　　　　　　　　　　　４１３百万円
　　　　　　預け金　　　　　　　　　　　　　１８２百万円
　　　　担保資産に対応する債務
　　　　　　預金　　　　　　　　　　　　１５,４２６百万円
　　　　　　借用金　　　　　　　　　　　　　１６４百万円
　　　上記のほか、為替決済の担保として、預け金４,７００百万円を差し入れております。
　３１．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）によ
る社債は、ございません。

　３２．出資１口当たりの純資産額３４６円　７銭
　３３．金融商品の状況に関する事項
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　　⑴　金融商品に対する取組方針
　当金庫は、預金業務、融資業務および市場運用業務などの金融業務を行っております。
　このため、金利変動による不利な影響が生じないように、資産及び負債の総合的管
理（ＡＬＭ）をしております。

　　⑵　金融商品の内容及びそのリスク
　当金庫が保有する金融資産は、主として事業地区内のお客様に対する貸出金です。
　また、有価証券は、主に債券、投資信託及び株式であり、満期保有目的、純投資目
的及び事業推進目的で保有しております。
　これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の変動リ
スクに晒されております。
　一方、金融負債は主としてお客様からの預金であり、流動性リスクに晒されており
ます。

　　⑶　金融商品に係るリスク管理体制
　　　①　信用リスクの管理

　当金庫は、ローン事業管理規程及び信用リスクに関する管理諸規程に従い、貸出
金について、個別案件ごとの与信審査、与信限度額、信用情報管理、保証や担保の
設定、問題債権への対応など与信管理に関する体制を整備し運営しております。
　これらの与信管理は、各営業店のほか審査部により行われ、また、定期的に経営
陣によるリスク管理委員会や理事会を開催し、審議・報告を行っております。
　さらに、与信管理の状況については、審査部がチェックしております。
　有価証券の発行体の信用リスク及びデリバティブ取引のカウンターパーティーリ
スクに関しては、業務部において、信用情報や時価の把握を定期的に行うことで管
理しております。

　　　②　市場リスクの管理
　　　　ⅰ　金利リスクの管理

　当金庫は、ＡＬＭによって金利の変動リスクを管理しております。
　ＡＬＭに関する規則及び要領において、リスク管理方法や手続等の詳細を明記
しており、ＡＬＭ委員会において決定されたＡＬＭに関する方針に基づき、理事
会において実施状況の把握・確認、今後の対応等の協議を行っています。
　日常的には業務部において金融資産及び負債の金利や期間を総合的に把握し、
ギャップ分析や金利感応度分析等によりモニタリングを行い、月次ベースで理事
会に報告しております。

　　　　ⅱ　為替リスクの管理
　当金庫は、為替の変動リスクのある有価証券等は保有しておりません。

　　　　ⅲ　価格変動リスクの管理
　有価証券を含む市場運用商品の保有については、ＡＬＭ委員会の方針に基づき、
理事会の監督の下、資金運用基準に従い行われております。
　このうち、業務部では、市場運用商品の購入を行っており、事前審査、投資限
度額の設定のほか、継続的なモニタリングを通じて、価格変動リスクの軽減を図っ
ております。
　業務部で保有している株式は、事業推進目的で保有しているものであり、取引
先の市場環境や財務状況などをモニタリングしています。
　これらの情報は業務部を通じ、理事会及びＡＬＭ委員会において定期的に報告
されております。

　　　　ⅳ　デリバティブ取引
　デリバティブ取引に関しては、取扱いはございません。

　　　　ⅴ　市場リスクに係る定量的情報
　当金庫において、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金
融商品は「預け金」、「有価証券」のうち債券、「貸出金」、「預金積金」、「借用金」
であります。
　当金庫では、これらの金融資産及び金融負債について、保有期間１年、過去５
年の観測期間で計測される９９パーセンタイル値を用いた時価の変動額を市場リス
ク量とし、金利の変動リスクの管理にあたっての定量的分析に利用しております。
　当該変動額の算定にあたっては、対象の金融資産及び金融負債を（固定金利群
と変動金利群に分けて、）それぞれ金利期日に応じて適切な期間に残高を分解し、
期間ごとの金利変動幅を用いております。
　なお、金利以外のすべてのリスク変数が一定であると仮定し、当事業年度末現
在、金利以外のすべてのリスクが一定であると仮定した場合の９９パーセンタイル
値を用いた時価は、３１７百万円減少するものと把握しております。
　当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としており、金利と
その他のリスク変数との相関を考慮しておりません。
　また、金利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を超
える影響が生じる可能性があります。

　　　③　資金調達に係る流動性リスクの管理	 　
　当金庫は、ＡＬＭを通して、適時に資金管理を行うほか、資金調達手段の多様化、
市場環境を考慮した長短の調達バランスの調整などによって、流動性リスクを管理
しております。

　　⑷　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件
等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあ
ります。
　なお、一部の金融商品については、簡便な計算により算出した時価に代わる金額を
含めて開示しております。

　３４．金融商品の時価等に関する事項
　平成２６年３月３１日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおり
であります（時価等の算定方法については（注１）参照）。なお、時価を把握すること
が極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません。
　また、重要性の乏しい科目については記載を省略しております。

（＊１）預け金、貸出金、預金積金、借用金の「時価」には、「簡便な計算により算出した時
価に代わる金額」が含まれております。

（＊２）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
（＊３）その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引はございません。

（注１）金融商品の時価等の算定方法
　金融資産
　　⑴　預け金

　満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。満期のある預け金については、残存期間に基づく区分ご
とに、市場金利（ＬＩＢＯＲ、ＳＷＡＰ等）で割り引いた現在価値を時価に代わる金
額として記載しております。

　　⑵　有価証券
　株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格に
よっております。投資信託は、公表されている基準価額によっております。
　なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については３５．から３９．に記載して
おります。

　　⑶　貸出金
　貸出金は、以下の①～③の合計額から、貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別
貸倒引当金を控除する方法により算定し、その算出結果を時価に代わる金額として記
載しております。
①　破綻懸念先債権、実質破綻先債権及び破綻先債権等、将来キャッシュ・フローの
見積りが困難な債権については、貸借対照表中の貸出金勘定に計上している額（貸
倒引当金控除前の額。以下「貸出金計上額」という。）

②　①以外のうち、変動金利によるものは貸出金計上額
③　①以外のうち、固定金利によるものは貸出金の期間に基づく区分ごとに、元利金
の合計額を市場金利（ＬＩＢＯＲ、ＳＷＡＰ等）で割り引いた価額

　金融負債
　　⑴　預金積金

　要求払預金については、決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみ
なしております。また、定期預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッ
シュ・フローを割り引いて現在価値を算定し、その算出結果を時価に代わる金額とし
て記載しております。その割引率は、市場金利（ＬＩＢＯＲ、ＳＷＡＰ等）を用いて
おります。

　　⑵　借用金
　借用金のうち、変動金利によるものは、該当ございません。固定金利によるものは、
一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を市場金利（ＬＩＢＯＲ、Ｓ
ＷＡＰ等）で割り引いて現在価値を算定し、その算出結果を時価に代わる金額として
記載しております。

　デリバティブ取引の取扱いはございません。

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額は次の
とおりであり、金融商品の時価情報には含まれておりません。

（＊１）非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認め
られることから時価開示の対象とはしておりません。

（＊２）当事業年度において、非上場株式について減損処理を行っておりません。

（注３）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

（＊）貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見
込めないもの、期間の定めがないものは含めておりません。

（注４）借用金及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額

（＊）預金積金のうち、要求払預金は「１年以内」に含めております。

　 貸借対照表計上額 時　価 差　額
⑴　預　け　金（＊１） 34,712 34,823 111
⑵　有 価 証 券 22,548 23,008 460
　　　売買目的有価証券 － － －
　　　満期保有目的の債券 10,052 10,512 460
　　　その他有価証券 12,495 12,495 －
⑶　貸　出　金（＊１） 71,221
　　　貸倒引当金（＊２） △　4,019
　 67,202 67,769 567
金 融 資 産 計 124,462 125,600 1,138
⑴　預 金 積 金（＊１） 123,777 123,768 △　　8
⑵　借　用　金（＊１） 195 201 5
金 融 負 債 計 123,973 123,970 △　　3
デリバティブ取引（＊３） － － －
　ヘッジ会計が適用されていないもの － － －
　ヘッジ会計が適用されているもの － － －
デ リ バ テ ィ ブ 取 引 計 － － －

（単位：百万円）

区　　　　分 貸借対照表計上額
非 上 場 株 式（＊１）（＊２） 9

（単位：百万円）

（単位：百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超

預 け 金 10,000 16,800 － －

有 価 証 券 1,016 3,779 9,938 7,721

満期保有目的の債券 － 429 3,862 5,761

その他有価証券のうち満期があるもの 1,016 3,350 6,076 1,959

貸 出 金（＊） 18,242 26,819 12,894 9,593

合 　 計 29,258 47,398 22,832 17,314

1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
預 金 積 金（＊） 45,373 17,547 － －

借 用 金 27 62 37 68

合 　 計 45,400 17,609 37 68
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（単位：百万円）
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　３５．有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のとおりであります。
　　　売買目的有価証券の保有はございません。

　　　満期保有目的の債券

　　　その他有価証券

　３６．当事業年度中に売却した満期保有目的の債券はございません。
　３７．当事業年度中に売却したその他有価証券
	

　３８．保有目的を変更した有価証券はございません。
　３９．減損処理を行った有価証券

　売買目的有価証券以外の有価証券（時価を把握することが極めて困難なものを除く）
のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原
価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって貸借
対照表計上額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理（以下「減損
処理」という。）しております。
　なお、当事業年度における減損処理は行っておりません。

　４０．運用目的の金銭の信託の保有はございません。
　４１．満期保有目的の金銭の信託の保有はございません。
　４２．その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）の保有はございません。
　４３．無担保の消費貸借契約（債券貸借取引）及び消費寄託契約により貸し付けている有価
証券は、ございません。

　４４．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の
申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額
まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高
は、９,６３０百万円であります。このうち契約残存期間が１年以内のものが４,０５９百万円で
あります。

　４５．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりで
あります。

　　繰延税金資産
　　　貸倒引当金　　　　　　　　　１,１８３百万円
　　　退職給付引当金　　　　　　　　　９８
　　　有価証券減損処理　　　　　　　　１１
　　　その他　　　　　　　　　　　　２３８
　　繰延税金資産小計　　　　　　　１,５３２
　　評価性引当額　　　　　　　　△１,５３２
　　繰延税金資産合計　　　　　　　　－
　　繰延税金負債
　　　その他有価証券評価差額金　　　　９５
　　繰延税金負債合計　　　　　　　　　９５
　　繰延税金資産（負債）の純額　　　（９５）百万円

（追加情報）
　「所得税法等の一部を改正する法律」（平成２６年法律第１０号）が平成２６年３月３１日に公布
され、平成２６年４月１日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が廃止されることと
なりました。これに伴い、平成２６年４月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時
差異等にかかる繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の
２９．４％から２７．７％となります。この税率変更による繰延税金負債及びその他有価証券評価
差額金に対する影響額は軽微であります。

（損益計算書の注記）
注１．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
　２．子会社はございません。
　３．出資１口当たり当期純利益金額　１円１７銭
　４．当事業年度において、以下の資産について減損損失を計上しております。

　減損損失の算定にあたり、管理会計上の最小区分である営業店単位でグルーピングを
行っております。本部、倉庫等については、独立したキャッシュフローを生み出さないこ
とから共用資産としております。遊休資産については、個別物件を基本単位として取り扱っ
ております。
　旧弁天支店と旧花園支店の遊休資産については、遊休状態となり、将来の用途が定まっ
ていないため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損
失に計上しております。なお、回収可能価額は正味売却価額により測定しており、遊休土
地については固定資産税評価額を合理的に調整した価額によって評価しております。

	 以　上

種　類 貸借対照表計上額
（百万円）

取得原価
（百万円）

差　額
（百万円）

貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの

債 券 11,098 10,604 494
国 債 6,140 5,807 332

地 方 債 1,481 1,395 86

短期社債 － － －

社 債 3,476 3,400 75

そ の 他 799 754 45

小 計 11,898 11,358 539

貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの

債 券 215 216 △ 1

国 債 － － －

地 方 債 － － －

短期社債 － － －

社 債 215 216 △ 1

そ の 他 381 575 △ 193

小 計 597 792 △ 195

合　　　　　　　　計 12,495 12,150 344

売却額
（百万円）

売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

株 式 － － －

債 券 77 0 －

国 債 － － －

地 方 債 － － －

短 期 社 債 － － －

社 債 77 0 －

そ の 他 － － －

合　　　計 77 0 －

場　　所 種　　類 用　　途 減損損失（千円）

旧 弁 天 支 店 土 　 地 遊 休 資 産 606
旧 花 園 支 店 土 　 地 遊 休 資 産 1,542

経理・経営内容

種　類 貸借対照表計上額
（百万円）

時　価
（百万円）

差　額
（百万円）

時価が貸借対照表計上額
を超えるもの

国 債 6,878 7,243 364
地 方 債 1,364 1,424 60

短 期 社 債 － － －

社 債 659 712 52

そ の 他 300 306 6

小 計 9,202 9,686 484

時価が貸借対照表計上額
を超えないもの

国 債 － － －

地 方 債 － － －

短 期 社 債 － － －

社 債 － － －

そ の 他 850 826 △ 23

小 計 850 826 △ 23

合　　　　　　　　計 10,052 10,512 460

▲

　

経
理
・
経
営
内
容　
▲

１．対象役員
　当金庫における報酬体系の開示対象となる「対象役員」は、常勤理事及び常勤
監事をいいます。対象役員に対する報酬等は、職務執行の対価として支払う「基
本報酬」及び「賞与」、在任期間中の職務執行及び特別功労の対価として退任時
に支払う「退職慰労金」で構成されております。
　⑴　報酬体系の概要
　　【基本報酬及び賞与】
　非常勤を含む全役員の基本報酬及び賞与につきましては、総代会において、
理事全員及び監事全員それぞれの支払総額の最高限度額を決定しております。
　そのうえで、各理事の基本報酬額につきましては役位や在任年数等を、各理
事の賞与額については前年度の業績等をそれぞれ勘案し、当金庫の理事会にお
いて決定しております。また、各監事の基本報酬額及び賞与額につきましては、
監事の協議により決定しております。

　　【退職慰労金】
　退職慰労金につきましては、引当金は計上しておりません。

　⑵　平成２５年度における対象役員に対する報酬等の支払総額

（注）１．対象役員に該当する理事は５名、監事は２名です（期中に退任した者を
含む）。

　　２．上記の内訳は、「基本報酬」３９百万円であり、「賞与」及び「退職慰労金」
は該当ありません。

　　３．使用人兼務役員の使用人としての報酬等を含めております。
　⑶　その他

　「信用金庫法施行規則第１３２条第１項第６号等の規定に基づき、報酬等に関す
る事項であって、信用金庫等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与え
るものとして金融庁長官が別に定めるものを定める件」（平成２４年３月２９日付
金融庁告示第２２号）第３条第１項第３号及び第５号に該当する事項はありませ
んでした。

２．対象職員等
　当金庫における報酬体系の開示対象となる「対象職員等」は、当金庫の非常勤
役員、当金庫の職員であって、対象役員が受ける報酬等と同等額以上の報酬等を受
ける者のうち、当金庫の業務及び財産の状況に重要な影響を与える者をいいます。
　なお、平成２５年度において、対象職員等に該当する者はいませんでした。
（注）１．対象職員等には、期中に退任・退職した者も含めております。
　　２．「同等額」は、過去１０年度における対象役員の報酬等の平均額に在任期

間等を踏まえ調整した額としております。
　　３．平成２５年度において対象役員が受ける報酬等と同等額以上の報酬等を受

ける者はいませんでした。　

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー◦報酬体系について◦ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

区　　　　分 支 払 総 額

対 象 役 員 に 対 す る 報 酬 等 39

（単位：百万円）
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❖ 業務粗利益 ❖

❖ 資金運用収支の内訳 ❖

❖ 利　　鞘 ❖

❖ 利 益 率 ❖

平成24年度 平成25年度
資 金 運 用 収 支 1,763,900 1,799,244

資 金 運 用 収 益 1,828,955 1,863,104
資 金 調 達 費 用 65,055 63,859

役 務 取 引 等 収 支 74,273 66,487
役 務 取 引 等 収 益 229,520 217,450
役 務 取 引 等 費 用 155,276 150,962

そ の 他 業 務 収 支 38,733 235,134
そ の 他 業 務 収 益 39,157 235,556
そ の 他 業 務 費 用 423 421

業 務 粗 利 益 1,876,878 2,100,866
業 務 粗 利 益 率 1.53 1.68

平均残高（百万円） 利　　息（千円） 利 回 り（％）
平成24年度 平成25年度 平成24年度 平成25年度 平成24年度 平成25年度

資 金 運 用 勘 定 122,370 124,327 1,828,955 1,863,104 1.49 1.49
う ち 貸 出 金 68,447 68,182 1,452,307 1,436,086 2.12 2.10
うち有利息預け金 30,695 32,690 96,979 89,522 0.31 0.27
うち商品有価証券 － － － － － －
う ち 有 価 証 券 22,800 23,027 268,923 324,678 1.17 1.40

資 金 調 達 勘 定 117,354 119,439 65,055 63,859 0.05 0.05
う ち 預 金 積 金 117,118 119,181 62,966 61,358 0.05 0.05
う ち 譲 渡 性 預 金 － － － － － －
う ち 借 用 金 191 212 1,645 2,039 0.86 0.95

平成24年度 平成25年度
資 金 運 用 利 回 1.49 1.49
資 金 調 達 原 価 率 1.20 1.12
総 資 金 利 鞘 0.29 0.37

平成24年度 平成25年度
総 資 産 経 常 利 益 率 0.27 0.04
総 資 産 当 期 純 利 益 率 0.25 0.03

（単位：千円、％）

（単位：％）

（単位：％）

（注）業務粗利益率＝　　　　　　　　　　　×100
業務粗利益

資金運用勘定平均残高

経常（当期純）利益
総資産（債務保証見返を除く）平均残高

（注）総資産経常（当期純）利益率＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×100

▲
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資金調達・資金運用

❖ 預金者別預金残高 ❖

❖ 担保の種類別の貸出金残高及び債務保証見返額 ❖

❖ 流動性預金、定期性預金、譲渡性 ❖預金その他の預金の平均残高　　 ❖ 固定金利定期預金、変動金利定期預金 ❖及びその他区分ごとの定期預金の残高

❖ 手形貸付、証書貸付、当座貸越及び割引手形の平均残高 ❖

❖ 固定金利及び変動金利の区分ごとの貸出金残高 ❖

平成24年度 平成25年度
金　額 構成比 金　額 構成比

個 人 預 金 87,851 73.7 88,240 71.3 
一 般 法 人 16,001 13.4 17,043 13.8 
金 融 機 関 203 0.1 280 0.2 
公 金 15,142 12.8 18,214 14.7 
合 計 119,197 100.0 123,777 100.0 

平成24年度 平成25年度
流 動 性 預 金 53,990 54,963
う ち 有 利 息 預 金 51,365 52,092

定 期 性 預 金 62,435 63,532
うち固定金利定期預金 58,145 59,251
うち変動金利定期預金 6 6

そ の 他 693 686
計 117,118 119,181

譲 渡 性 預 金 － －
合　　　　計 117,118 119,181

平成24年度 平成25年度
定 期 預 金 56,311 58,701
固定金利定期預金 56,298 58,689
変動金利定期預金 6 6
そ の 他 7 6

平成24年度 平成25年度
手 形 貸 付 7,601 7,031
証 書 貸 付 58,259 58,955
当 座 貸 越 1,621 1,265
割 引 手 形 965 929

合　　　　　計 68,447 68,182

平成24年度 平成25年度
貸 　 出 　 金 68,065 71,221
固 定 金 利 35,777 38,954
変 動 金 利 32,288 32,267

（単位：百万円、％）

（単位：百万円） （単位：百万円）

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（注）１．流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金
　　　２．定期性預金＝定期預金＋定期積金
　　　　　固定金利定期預金：預入時に満期日までの利率が確定する定期預金
　　　　　変動金利定期預金：預入期間中の市場金利の変化に応じて金利が変
　　　　　動する定期預金

（注）残高期間1年以下の貸出金については、変動金利、固定金利の区別をして
　　　おりません。

貸出金の担保別内訳 債務保証見返の担保別内訳
平成24年度 平成25年度

当 金 庫 預 金 積 金 354 321
有 価 証 券 － －
動 産 54 24
不 動 産 21,419 21,765
そ の 他 31 －

計 21,859 22,111
信用保証協会・信用保険 7,296 6,942
保 　 証 3,150 2,727
信 　 用 35,759 39,438

合　　　　計 68,065 71,221

平成24年度 平成25年度
当 金 庫 預 金 積 金 28 25
有 価 証 券 － －
動 産 － －
不 動 産 81 87
そ の 他 － －

計 109 112
信用保証協会・信用保険 0 0
保 　 証 25 24
信 　 用 － 0

合　　　　計 135 137

（単位：百万円） （単位：百万円）

▲
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❖ 業種別の貸出金残高及び貸出金の総額に占める割合 ❖

❖ 受取利息及び支払利息の増減 ❖

平成24年度 平成25年度
残高による増減 利率による増減 純増減 残高による増減 利率による増減 純増減

受 取 利 息  30,952  △ 176,023  △ 145,071  3,090  28,932  32,022 
う ち 貸 出 金  31,064  △ 107,173  △ 76,109  △ 5,584  △ 10,677  △ 16,261 
う ち 預 け 金  △ 20,164  △ 39,859  △ 60,023  5,462  △ 12,922  △ 7,460 
うち商品有価証券 － － － － － －
う ち 有 価 証 券  20,052  △ 28,991  △ 8,939  3,212  52,531  55,743 

支 払 利 息  △ 1,305  △ 24,582  △ 25,887  1,084  △ 2,505  △ 1,421 
う ち 預 金 積 金  △ 1,856  △ 25,198  △ 27,054  1,062  △ 2,693  △ 1,631 
うち譲渡性預金 － － － － － －
う ち 借 用 金  551 616  1,167  22 188  210 

（単位：千円）

（注）残高及び利率の増減要因が重なる部分については、残高による増減要因に含めております。

平成24年度 平成25年度
貸出先数 貸出金残高 構成比 貸出先数 貸出金残高 構成比

製 造 業 86 4,840 7.1 75 4,600 6.4
農 業 、 林 業 5 36 0.0 6 41 0.0
漁 業 7 180 0.2 6 187 0.2
鉱業、採石業、砂利採取業 2 213 0.3 1 186 0.2
建 設 業 203 5,317 7.8 199 5,615 7.8
電気・ガス・熱供給・水道業 1 14 0.0 － － －
情 報 通 信 業 6 95 0.1 5 93 0.1
運 輸 業、 郵 便 業 21 1,678 2.4 23 1,552 2.1
卸 売 業、 小 売 業 210 4,989 7.3 203 4,617 6.4
金 融 業、 保 険 業 12 4,372 6.4 12 5,744 8.0
不 動 産 業 177 9,196 13.5 175 10,186 14.3
物 品 賃 貸 業 11 525 0.7 9 309 0.4
学問研究、専門・技術サービス業 10 35 0.0 7 20 0.0
宿 泊 業 14 1,005 1.4 15 1,237 1.7
飲 食 業 68 907 1.3 67 671 0.9
生活関連サービス業、娯楽業 24 678 0.9 24 676 0.9
教 育、 学 習 支 援 業 2 76 0.1 2 85 0.1
医 療 、 福 祉 46 3,244 4.7 49 4,190 5.8
そ の 他 の サ ー ビ ス 122 3,044 4.4 120 2,905 4.0

小　　　　　計 1,027 40,454 59.4 998 42,921 60.2
国 ・ 地 方 公 共 団 体 等 8 16,270 23.9 8 17,967 25.2
個 人 4,525 11,340 16.6 4,259 10,332 14.5

合　　　　　計 5,560 68,065 100.0 5,265 71,221 100.0

（単位：百万円、％）

❖ 使途別の貸出金残高 ❖ ❖ 預貸率の期末値及び期中平均値 ❖

平成24年度 平成25年度
貸出金残高 構成比 貸出金残高 構成比

運転資金 40,936 60.1 43,563 61.2
設備資金 27,128 39.9 27,657 38.8
合 計 68,065 100.0 71,221 100.0

平成24年度 平成25年度
期 末 預 貸 率 57.10 57.53
期 中 平 均 預 貸 率 58.44 57.20

（単位：百万円、％） （単位：％）

（注）預貸率＝　　　　　　　　　　　×100
貸出金

預金積金＋譲渡性預金

（注）業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。

貸出金業種別内訳

▲
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❖ 商品有価証券の種類別の平均残高 ❖

❖ 売買目的有価証券 ❖

❖ 有価証券の種類別の平均残高 ❖ ❖ 預証率の期末値及び期中平均値 ❖

❖ 有価証券の種類別の残存期間別の残高 ❖

　商品有価証券の残高はありません。

　該当ありません。

（単位：百万円）

平成24年度 １年以下 １年超
３年以下

3 年超
５年以下

5 年超
７年以下

7 年超
10 年以下 10 年超 期間の定めの 

ないもの 合　計

国 債 100 120 － 2,213 3,695 7,061 － 13,190
地 方 債 733 351 234 20 1,710 545 － 3,595
短 期 社 債 － － － － － － － －
社 債 100 1,204 1,643 100 683 304 － 4,036
株 式 － － － － － － 9 9
外 国 証 券 365 － 109 211 403 1,856 － 2,946
その他の証券 － － 392 － － － 79 471

（単位：百万円）

平成25年度 １年以下 １年超
３年以下

3 年超
５年以下

5 年超
７年以下

7 年超
10 年以下 10 年超 期間の定めの 

ないもの 合　計

国 債 111 7 321 2,974 3,641 5,964 － 13,018
地 方 債 132 229 231 1,189 530 535 － 2,846
短 期 社 債 － － － － － － － －
社 債 804 806 1,738 462 238 303 － 4,351
株 式 － － － － － － 9 9
外 国 証 券 － － 111 216 602 954 － 1,883
その他の証券 － 283 73 － － － 92 448

平成24年度 平成25年度
国 債 11,120 12,742
地 方 債 3,606 3,032
短 期 社 債 － －
社 債 3,801 4,105
株 式 9 9
外 国 証 券 3,624 2,523
そ の 他 の 証 券 638 616

合　　　　　計 22,800 23,027

平成24年度 平成25年度
期 末 預 証 率 20.34 18.22
期 中 平 均 預 証 率 19.46 19.32

（単位：百万円） （単位：％）

（注）預証率＝　　　　　　　　　　　×100
有価証券

預金積金＋譲渡性預金

資金調達・資金運用
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❖ 金銭の信託 ❖ ❖ デリバティブ取引 ❖

❖ 満期保有目的の債券 ❖

❖ その他有価証券 ❖

❖ 時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券 ❖

　該当ありません。 　該当ありません。

平成24年度 平成25年度
種　　類 貸借対照表計上額 時　　価 差　　額 貸借対照表計上額 時　　価 差　　額

時価が貸借対照
表計上額を超え
るもの

国 債 6,911 7,279 367 6,878 7,243 364
地 方 債 1,249 1,313 63 1,364 1,424 60
社 債 659 714 54 659 712 52
そ の 他 565 667 101 300 306 6

小　　計 9,386 9,973 586 9,202 9,686 484

時価が貸借対照
表計上額を超え
ないもの

国 債 － － － － － －
地 方 債 145 143 △  1 － － －
社 債 － － － － － －
そ の 他 1,649 1,494 △  155 850 826 △  23

小　　計 1,794 1,637 △  156 850 826 △  23
合　　　　　計 11,181 11,611 429 10,052 10,512 460

平成24年度 平成25年度
種　　類 貸借対照表計上額 取得原価 差　　額 貸借対照表計上額 取得原価 差　　額

貸借対照表計上
額が取得原価を
超えるもの

債 券 11,469 10,904 565 11,098 10,604 494
国 債 6,279 5,907 371 6,140 5,807 332
地 方 債 2,200 2,094 105 1,481 1,395 86
社 債 2,989 2,902 87 3,476 3,400 75

そ の 他 783 752 31 799 754 45
小　　計 12,253 11,656 596 11,898 11,358 539

貸借対照表計上
額が取得原価を
超えないもの

債 券 386 391 △  4 215 216 △ 1
国 債 － － － － － －
地 方 債 － － － － － －
社 債 386 391 △  4 215 216 △ 1

そ の 他 428 600 △  172 381 575 △ 193
小　　計 814 991 △  177 597 792 △ 195

合　　　　　計 13,068 12,648 419 12,495 12,150 344

平成24年度 平成25年度
貸借対照表計上額 貸借対照表計上額

非上場株式 9 9

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（注）１．時価は、期末日における市場価格等に基づいております。
　　　２．上記の「その他」は、外国証券です。
　　　３．時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券は本表には含めておりません。

（注）１．貸借対照表計上額は、期末日における市場価格等に基づいております。ただし、株式、証券投資信託については、期末日前一ヶ月平均の市場価格に基づ
いております。

　　　２．上記の「その他」は、外国証券、証券投資信託及び優先出資証券です。
　　　３．時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券は本表には含めておりません。

（単位：百万円）
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信用金庫法に基づくリスク管理債権

❖ リスク管理債権の引当・保全状況 ❖
（単位：百万円）

（注）１．「破綻先債権」とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続して
いることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込み
がないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（未収利息不計上
貸出金）のうち、次のいずれかに該当する債務者に対する貸出金です。
①更生手続開始の申立てがあった債務者
②再生手続開始の申立てがあった債務者
③破産手続開始の申立てがあった債務者
④特別清算開始の申立てがあった債務者
⑤手形交換所による取引停止処分を受けた債務者
２．「延滞債権」とは、未収利息不計上貸出金のうち次の２つを除いた貸
出金です。
①上記「破綻先債権」に該当する貸出金
②債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶
予した貸出金

３．「３ヵ月以上延滞債権」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌
日から３ヵ月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該
当しない貸出金です。

４．「貸出条件緩和債権」とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを
目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権
放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、
延滞債権及び３ヵ月以上延滞債権に該当しない貸出金です。
５．なお、これらの開示額は、担保処分による回収見込額、保証による
回収が可能と認められる額や既に引当てている個別貸倒引当金を控除
する前の金額であり、全てが損失となるものではありません。
６．「担保・保証額」は、自己査定に基づいて計算した担保の処分可能見
込額及び保証による回収が可能と認められる額の合計額です。
７．「貸倒引当金」については、リスク管理債権区分の各項目の貸出金に
対して引当てた金額を記載しており、貸借対照表の残高より少なくなっ
ています。
８．保全率はリスク管理債権ごとの残高に対し、担保・保証、貸倒引当
金を設定している割合です。

区　　　　分 残　　高
（Ａ）

担保・保証額
（Ｂ）

貸倒引当金
（Ｃ）

保全率（％）
（（Ｂ＋Ｃ）/Ａ）

破 綻 先 債 権
平成24年度 889 215 673 100.00

平成25年度 208 44 164 100.00

延 滞 債 権
平成24年度 5,259 2,307 2,719 95.58

平成25年度 6,083 2,772 2,979 94.56

３ ヵ 月 以 上 延 滞 債 権
平成24年度 － － － －

平成25年度 － － － －

貸 出 条 件 緩 和 債 権
平成24年度 500 137 280 83.47

平成25年度 860 408 420 96.46

合　　　　計
平成24年度 6,648 2,660 3,673 95.26

平成25年度 7,151 3,226 3,564 94.95▲
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❖ 金融再生法開示債権及び同債権に対する保全状況 ❖

❖ 貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額 ❖

❖ 貸出金償却の額 ❖

区　　分

開示残高
（ａ）

保全額
（ｂ）

保全率
（ｂ）／（ａ）

引当率
(ｄ) ／（ａ－ｃ）

担保・保証等に
よる回収見込額

（ｃ）

貸倒引当金
（ｄ）

金 融 再 生 法 上 の
不 良 債 権 　 　 　

平成24年度 6,661 6,346 2,671 3,675 95.27 92.10
平成25年度 7,161 6,799 3,233 3,566 94.95 90.80

破産更生債権及び
これらに準ずる債権

平成24年度 3,179 3,179 731 2,447 100.00 100.00
平成25年度 2,499 2,499 575 1,924 100.00 100.00

危 険 債 権
平成24年度 2,981 2,749 1,802 947 92.20 80.30
平成25年度 3,801 3,470 2,249 1,221 91.30 78.69

要 管 理 債 権
平成24年度 500 417 137 280 83.47 77.23
平成25年度 860 829 408 420 96.45 93.24

正 常 債 権
平成24年度 61,623
平成25年度 64,242

合　　　　計
平成24年度 68,285
平成25年度 71,403

期首残高 当　期 当期減少額
期末残高増加額 目的使用 その他

一 般 貸 倒 引 当 金
平成24年度 457 547 － 457 547
平成25年度 547 873 － 547 873

個 別 貸 倒 引 当 金
平成24年度 4,033 3,394 792 3,240 3,394
平成25年度 3,394 3,145 637 2,757 3,145

合　　計
平成24年度 4,490 3,941 792 3,697 3,941
平成25年度 3,941 4,019 637 3,304 4,019

平成24年度 －
平成25年度 7

（単位：百万円、％）

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（注）１．「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産、会社更生、再
生手続等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及び
これらに準ずる債権です。
２．「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財
政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利
息の受取りができない可能性の高い債権です。
３．「要管理債権」とは、「３ヵ月以上延滞債権」及び「貸出条件緩和債権」

に該当する貸出金をいいます。
４．「正常債権」とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がない
債権であり、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」、「要
管理債権」以外の債権をいいます。
５．「金融再生法上の不良債権」における「貸倒引当金」には、正常債権
に対する一般貸倒引当金を除いて計上しております。

信用金庫法上のリスク管理債権と金融再生法上の開示債権の違い
信用金庫法に基づくリスク管理債権は「貸出金」のみとなっておりますが、金融再生法に基づく開示債権は、貸出金以外の債
権（債務保証見返、未収利息、仮払金等）も対象とされております。

貸倒引当金内訳

貸出金償却

金融再生法開示債権

▲
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バーゼルⅢ　第3の柱に基づく開示

　平成26年3月期より新しい自己資本比率規制（バーゼルⅢ）が適用されております。バーゼルⅢは①第1の柱（最低
所要自己資本比率）②第2の柱（金融機関の自己管理と監督上の検証）③第3の柱（市場規律）で構成されております。
　本資料は、「信用金庫法施行規則132条第1項第5号二等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁
長官が別に定める事項（金融庁告示第8号）」（第3の柱）に基づき作成したディスクロージャー資料です。

自己資本の構成に関する開示事項�・・・ ３７

定性的開示事項
1．自己資本調達手段の概要�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３６
2．自己資本の充実度に関する評価方法の概要�・・・ ３８
3．信用リスクに関する事項�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３９
４．信用リスク削減手法に関するリスク管理の
　　方針及び手続の概要� ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４１
5．派生商品取引及び長期決済期間取引の取引
　　相手のリスクに関するリスク管理の方針及
　　び手続の概要�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４１
６．証券化エクスポージャーに関する事項�・・・・・・・ ４２
７．オペレーショナル・リスクに関する事項�・・・・・ ４３

8．出資等エクスポージャーに関するリスク管
　　理の方針及び手続の概要�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４３
９．金利リスクに関する事項�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４４

定量的開示事項
1．自己資本の充実度に関する事項� ・・・・・・・・・・・・・ ３８
2．信用リスクに関する事項�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３９
3．信用リスク削減手法に関する事項� ・・・・・・・・・・・ ４１
４．派生商品取引及び長期決済期間取引の取引
　　相手のリスクに関する事項�・・・・ 「該当ありません」

5．証券化エクスポージャーに関する事項�・・・・・・・ ４２
６．出資等エクスポージャーに関する事項�・・・・・・・ ４３
７．金利リスクに関する事項�・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４４

１．自己資本調達手段の概要
　当金庫の自己資本につきましては、普通出資金、非累積的永久優先出資金、資本剰余金及び利益剰余金等により構成
されています。
　なお、当金庫の自己資本調達手段の概要は次のとおりです。

発行主体 函館信用金庫 函館信用金庫

資本調達手段の種類 普通出資 非累積的永久優先出資

コア資本に係る基礎項目の額に算入された額 1,712 百万円 1,400 百万円

償還期限 － －

一定の事由が生じた場合に償還等を可能とす
る特約がある場合は、その概要 － －

当金庫の自己資本の充実の状況等について
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（注）自己資本比率の算出方法を定めた「信用金庫法第８９条第１項におい
て準用する銀行法第１４条の₂の規定に基づき、信用金庫及び信用金
庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適
当であるかどうかを判断するための基準（平成１８年金融庁告示第２１
号）」が平成２5年₃月₈日に改正され、平成２６年₃月３１日から改正
後の告示が適用されたことから、平成２４年度においては旧告示に基
づく開示、平成２5年度においては新告示に基づく開示を行っており
ます。

　　なお、当金庫は国内基準を採用しております。

⦿自己資本の構成に関する開示事項　＜単体自己資本比率＞

項　　目 平成24年度

（自己資本）
出資金 3,136

うち非累積的永久優先出資 1,400
優先出資申込証拠金 ー
資本準備金 163
その他資本剰余金 ー
利益準備金 69
特別積立金 300
繰越金（当期末残高） 86
その他 ー
処分未済持分（△） ー
自己優先出資（△） ー
自己優先出資申込証拠金 ー
その他有価証券の評価差損（△） ー
営業権相当額（△） ー
のれん相当額（△） ー
企業結合により計上される
無形固定資産相当額（△） ー

証券化取引により増加した 
自己資本に相当する額（△） 5

〔基本的項目〕計（Ａ） 3,749
土地の再評価額と再評価の直前の 
帳簿価額の差額の45％相当額 ー

一般貸倒引当金 547
負債性資本調達手段等 ー

負債性資本調達手段 ー
期限付劣後債務及び期限付優先出資 ー

補完的項目不算入額（△） 253
〔補完的項目〕計（Ｂ） 293
自己資本総額〔(A)+(B)〕  （Ｃ） 4,043
他の金融機関の資本調達手段の意図的な保有相当額 ー

負債性資本調達手段及びこれらに準ずるもの ー
期限付劣後債務及び期限付優先出資並びにこれらに準ずるもの ー

非同時決済取引に係る控除額及び信用リス
ク削減手法として用いる保証又はクレジッ
ト・デリバティブの免責額に係る控除額

ー

基本的項目からの控除分を除く、自己資本控除とされる証券
化エクスポージャー及び信用補完機能を持つI/Oストリップス 

（告示第247条を準用する場合を含む。）
ー

控除項目不算入額（△） ー
（控除項目）計  （Ｄ） ー
自己資本額（C）－（D）　 (Ｅ) 4,043

（リスク・アセット等）
資産（オン・バランス）項目 43,057
オフ・バランス取引等項目 107
オペレーショナル・リスク相当額を８％で除して得た額 3,748
信用リスク・アセット調整額 ー
オペレーショナル・リスク相当額調整額 ー
リスクアセット等計（Ｆ） 46,913
単体Tier1比率（A/F） 7.99%
単体自己資本比率（E/F） 8.61%

項　　目 平成25年度
経過措置による不算入額

コア資本に係る基礎項目（１）
普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員勘定の額 3,718

うち、出資金及び資本剰余金の額 3,276
うち、利益剰余金の額 504
うち、外部流出予定額（△） 61
うち、上記以外に該当するものの額 ー

コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額 560
うち、一般貸倒引当金コア資本算入額 560
うち、適格引当金コア資本算入額 ー

適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る
基礎項目の額に含まれる額 ー

公的機関による資本の増強に関する措置を通じて
発行された資本調達手段の額のうち、コア資本に
係る基礎項目の額に含まれる額

ー

土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の45%
に相当する額のうち、コア資本に係る基礎項目の額
に含まれる額

ー

コア資本に係る基礎項目の額　（イ） 4,279
コア資本に係る調整項目（２）
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライ
ツに係るものを除く。）の額の合計額 ー  22 

うち、のれんに係るものの額 ー ー
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額 ー  22 

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額 ー ー
適格引当金不足額　　 ー ー
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額 4 ー
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額 ー ー
前払年金費用の額 ー ー
自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額 ー ー
意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額 ー ー
少数出資金融機関等の対象普通出資等の額 ー ー
信用金庫連合会の対象普通出資等の額 ー ー
特定項目に係る10%基準超過額 ー ー

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額 ー ー
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 ー ー
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 ー ー

特定項目に係る15%基準超過額 ー ー
うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額 ー ー
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額 ー ー
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額 ー ー

コア資本に係る調整項目の額　（ロ） 4
自己資本
自己資本の額（（イ）－（ロ））　（ハ） 4,274
リスク・アセット等（３）
信用リスク・アセットの額の合計額 44,829

うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額 △3,147
うち、無形固定資産（のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。） 22
うち、繰延税金資産 ー
うち、前払年金費用 ー
うち、他の金融機関等向けエクスポージャー △3,169
うち、上記以外に該当するものの額 ー

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8%で除して得た額 3,584
信用リスク・アセット調整額 ー
オペレーショナル・リスク相当額調整額 ー
リスク・アセット等の額の合計額　（ニ） 48,414
自己資本比率
自己資本比率（（ハ）／（ニ）） 8.82%

（単位：百万円） （単位：百万円）



2014 Hakoshin Report

平成24年度 平成25年度
リスク・アセット 所要自己資本額 リスク・アセット 所要自己資本額

イ．信用リスク・アセット、所要自己資本の額合計 43,164 1,726 44,829 1,793
①標準的手法が適用されるポートフォリオごとのエクスポージャー 43,164 1,726 47,976 1,919

現金 － － － －
我が国の中央政府及び中央銀行向け － － － －
外国の中央政府及び中央銀行向け － － － －
国際決済銀行等向け － － － －
我が国の地方公共団体向け － － － －
外国の中央政府等以外の公共部門向け － － － －
国際開発銀行向け － － － －
地方公共団体金融機構向け － － － －
我が国の政府関係機関向け 80 3 98 3
地方三公社向け 39 1 39 1
金融機関及び第一種金融商品取引業者向け 7,487 299 6,255 250
法人等向け 15,523 620 17,266 690
中小企業等向け及び個人向け 7,355 294 6,868 274
抵当権付住宅ローン 1,281 51 1,299 51
不動産取得等事業向け 2,519 100 2,191 87
３ヵ月以上延滞等 459 18 234 9
取立未済手形 5 0 5 0
信用保証協会等による保証付 362 14 344 13
株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付 － － － －
出資等 498 19 65 2

出資等のエクスポージャー 65 2
重要な出資のエクスポージャー － －

上記以外 7,550 302 13,305 532

他の金融機関等の対象資本調達手段のうち対象普通出資等
に該当するもの以外のものに係るエクスポージャー 5,114 204

信用金庫連合会の対象普通出資等であってコア資本に係る調
整項目の額に算入されなかった部分に係るエクスポージャー 595 23

特定項目のうち調整項目に算入されない部分に係るエクス
ポージャー － －

上記以外のエクスポージャー 7,595 303
②証券化エクスポージャー － － － －

③複数の資産を裏付とする資産（所謂ファンド）のうち、個々の資
産の把握が困難な資産 － － － －

④経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額 22 0

⑤他の金融機関等の対象資本調達手段に係るエクスポージャーに係る
経過措置によりリスク・アセットの額に算入されなかったものの額 △ 3,169 △ 126

⑥ＣＶＡリスク相当額を８％で除して得た額 － －
⑦中央清算機関関連エクスポージャー 0 0

ロ．オペレーショナル・リスク 3,748 149 3,584 143
ハ．単体総所要自己資本額（イ+ロ） 46,913 1,876 48,414 1,936

（注）１．所要自己資本の額＝リスク・アセット×４%
	  ２．「エクスポージャー」とは、資産（派生商品取引によるものを除く）並びにオフ・バランス取引及び派生商品取引の与信相当額等のことです。
　　 ３．「３ヵ月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３ヵ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー及び「我が国の中央政府及び中央銀行向け」から「法人

等向け」（「国際決済銀行等向け」を除く）においてリスク・ウェイトが150％になったエクスポージャーのことです。
　　 ４．当金庫は、基礎的手法によりオペレーショナル・リスクを算定しています。
　　　　　＜オペレーショナル・リスク（基礎的手法）の算定方法＞

　　　５．単体総所要自己資本額＝単体自己資本比率の分母の額×４％
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　当金庫は、これまで、内部留保による資本の積み上げ
等を行うことにより自己資本を充実させ、自己資本比率
は 8.82％と国内基準である４％を上回っており、経営
の健全性・安全性は充分保たれております。
　なお、将来の自己資本充実策については、年度ごとに
掲げる収支計画に基づいた業務推進を通じ、そこから得

られる利益による資本の積み上げを第一義的な施策とし
て考えております。なお、収支計画につきましては、貸
出金計画に基づいた利息収入や市場環境を踏まえた運用
収益など、足元の状況を充分に踏まえた上で策定された
極めて実現性の高いものであります。

２．自己資本の充実度に関する評価方法の概要

⦿自己資本の充実度に関する事項
（単位：百万円）

粗利益（直近3年間のうち正の値の合計額）×15％
直近3年間のうち粗利益が正の値であった年数

÷8％
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自己資本比率規制（バーゼルⅡ第3の柱）に基づく開示

（１）リスク管理の方針及び手続きの概要
　信用リスクとは、取引先の財務状況の悪化などにより、
当金庫の資産の価値が減少ないし消失し、損失を被るリ
スクのことをいいます。当金庫では、信用リスクを最重
要のリスクであると認識し、与信業務の基本的な理念や
手続き等を明示した「クレジット・ポリシー」を制定し、
広く役職員に理解と遵守を促すとともに、信用リスクを
確実に認識する管理態勢を構築しています。
　信用リスクの評価につきましては、当金庫では、信用
格付制度を導入しております。そして、信用リスクの計
量化に向け、現在、インフラ整備も含めた準備を進めて
おります。
　以上、一連の信用リスク管理の状況については、リ
スク管理委員会やALM委員会で協議検討を行うととも
に、必要に応じて理事会、常務会といった経営陣に対す
る報告も行っており、適切な対応に努めております。
　貸倒引当金は、「自己査定基準」及び「償却・引当基準」
に基づき、自己査定における債務者区分ごとに計算され
た貸倒実績率を基に算定するとともに、その結果につい

ては監査法人の監査を受けるなど、適正な計上に努めて
おります。

（２）リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関
　リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関は以
下の４機関を採用しております。
　・株式会社　格付投資情報センター（R&I）
　・株式会社　日本格付研究所（JCR）
　・ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク
（Moody’s）

　・スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・
サービシズ（S&P）

　適用する格付を判定する際には、債務者信用力格付を
基本としており、複数機関の格付が並存する場合には、
リスク・ウェイトの小さい方から２番目を採用しており
ます。
　なお、最小リスク・ウェイトが２機関以上ある場合は
当該リスク・ウェイトを採用しております。

３．信用リスクに関する事項

⦿ 信用リスクに関するエクスポージャー及び主な種類別の期末残高
（単位：百万円）

エクスポージャー
　　　　区分

地域区分
業種区分
期間区分

信用リスクエクスポージャー期末残高
３ヵ月以上延滞 

エクスポージャー
貸出金、コミットメント及
びその他のデリバティブ以
外のオフ・バランス取引　

債　　券 デリバティブ 
取引

24年度 25年度 24年度 25年度 24年度 25年度 24年度 25年度 24年度 25年度
国 内  125,479  130,826  68,200  71,403  20,822  19,723 ー ー  2,390  1,395 
国 外  2,946  1,862 ー ー  2,946  1,862 ー ー ー ー

地 域 別 合 計  128,425  132,688  68,200  71,403  23,768  21,585 ー ー  2,390  1,395 
製 造 業  5,248  5,042  4,840  4,643  408  399 ー ー  566  463 
農 業 、 林 業  36  67  36  67 ー ー ー ー  1  1 
漁 業  180  248  180  248 ー ー ー ー ー ー
鉱業、採石業、砂利採取業  213  186  213  186 ー ー ー ー ー ー
建 設 業  5,324  5,792  5,324  5,792 ー ー ー ー  564  126 
電気・ガス・熱供給・水道業  110  100  14 ー  96  100 ー ー ー ー
情 報 通 信 業  89  93  89 93 ー ー ー ー  5 ー
運 輸 業、 郵 便 業  1,681  1,568  1,681  1,568 ー ー ー ー  3  2 
卸 売 業、 小 売 業  5,014  4,838  5,014  4,838 ー ー ー ー  181  138 
金 融 業、 保 険 業  42,057  45,711  4,372  5,746  5,594  4,757 ー ー  56  56 
不 動 産 業  9,216  11,035  9,196  10,835  20  200 ー ー  122  62 
物 品 賃 貸 業  525  309  525  309 ー ー ー ー 0 ー
学術研究、専門・技術サービス業  35  34  35  34 ー ー ー ー ー ー
宿 泊 業  1,005  1,258  1,005  1,258 ー ー ー ー ー ー
飲 食 業  911  803  911  803 ー ー ー ー  238  16 
生活関連サービス業、娯楽業  678  814  678  814 ー ー ー ー  436  419 
教 育、 学 習 支 援 業  76  85  76  85 ー ー ー ー ー ー
医 療 、 福 祉  3,311  4,652  3,311  4,652 ー ー ー ー  86  19 
そ の 他 の サ ー ビ ス  3,069  3,039  3,066  3,036 ー ー ー ー  20  7 
国・ 地 方 公 共 団 体 等  33,925  34,102  16,270  17,967  17,650  16,128 ー ー ー ー
個 人  11,360  8,419  11,360  8,419 ー ー ー ー  106  82 
そ の 他  4,356  4,482 ー ー ー ー ー ー ー ー

業 種 別 合 計  128,425  132,688  68,200  71,403  23,768  21,585 ー ー  2,390  1,395 
１ 年 以 下  28,582  26,166  16,082  15,105  1,300  1,035 ー ー
１ 年 超 ３ 年 以 下  15,086  26,906  12,010  9,070  1,676  1,036 ー ー
３ 年 超 ５ 年 以 下  15,042  12,023  12,655  9,692  1,987  2,331 ー ー
５ 年 超 ７ 年 以 下  10,899  11,056  8,355  6,381  2,544  4,675 ー ー
７ 年 超 １０ 年 以 下  12,709  15,311  6,216  10,389  6,493  4,922 ー ー
１０　　　 年　　　 超  17,783  28,104  8,017  20,518  9,766  7,586 ー ー
期間の定めのないもの  28,317  13,118  4,860 245 ー ー ー ー

残存期間別合計  128,425  132,688  68,200  71,403  23,768  21,585 ー ー

＜地域別・業種別・残存期間別＞

（注）１．オフ・バランス取引は、デリバティブ取引を除く。
　　　２．「３ヵ月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３ヵ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャーのことです。
　　　３．上記の「その他」は、裏付となる個々の資産の全部又は一部を把握することが困難な投資信託等および業種区分に分類することが困難なエクスポージャーです。
　　　４．CVAリスクおよび中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。
　　　５．業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。
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⦿ 一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額

⦿ 業種別の個別貸倒引当金及び貸出金償却の額等

個別貸倒引当金
貸出金償却

期首残高 当期増加額
当期減少額

期末残高
目的使用 その他

24年度 25年度 24年度 25年度 24年度 25年度 24年度 25年度 24年度 25年度 24年度 25年度
製 造 業 212 618 618 857 74 ー 137 618 618 857 ー ー
農 業、 林 業 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
漁 業 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
鉱業、採石業、砂利採取業 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
建 設 業 1,627 1,435 1,435 1,041 199 335 1,428 1,100 1,435 1,041 ー ７
電気・ガス・熱供給・水道業 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
情 報 通 信 業 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
運輸業、郵便業 4 1 1 0 0 ー 4 1 1 0 ー ー
卸売業、小売業 395 231 231 340 12 3 383 228 231 340 ー ー
金融業、保険業 52 52 52 52 ー ー 52 52 52 52 ー ー
不 動 産 業 679 116 116 92 402 62 277 54 116 92 ー ー
物 品 賃 貸 業 0 0 0 ー ー ー ー ー 0 ー ー ー
学術研究、専門・技術サービス業 ー 0 0 ー ー ー ー ー 0 ー ー ー
宿 泊 業 50 52 52 52 ー ー 50 52 52 52 ー ー
飲 食 業 371 343 343 131 23 211 348 132 343 131 ー ー
生活関連サービス業、娯楽業 405 378 378 380 35 ー 370 378 378 380 ー ー
教育、学習支援業 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
医 療、 福 祉 85 54 54 16 31 ー 54 54 54 16 ー ー
その他のサービス 28 17 17 106 5 ー 23 17 17 106 ー ー
国・地方公共団体等 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー
個 人 120 94 94 73 6 24 114 70 94 73 ー ー

合　　計 4,033 3,394 3,394 3,145 792 637 3,240 2,757 3,394 3,145 ー ７

（単位：百万円）

（注）１．当金庫は、国内の限定されたエリアにて事業活動を行っているため、「地域別」の区分は省略しております。
　　　２．業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。

　※　３5ページ「貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額」をご参照ください。
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⦿ リスク・ウェイトの区分ごとのエクスポージャーの額等

⦿ 信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー

リスク・ウェイト区分（％）
エクスポージャーの額

平成24年度 平成25年度
格付適用あり 格付適用なし 格付適用あり 格付適用なし

0 ー  39,563 ー  47,668 
10 ー  4,426 ー  4,431 
20 ー  33,153 ー  31,961 
35 ー  3,764 ー  3,792 
50 ー  594  1,670  2,125 
75 ー  11,009 ー  8,567 

100 ー  31,764 ー  32,391 
150 ー  120 ー  79 
250 ー  ー ー ー

その他 ー  ー ー ー
合　　計 124,398 132,688

信用リスク削減手法
ポートフォリオ

適格金融資産担保 保   証 クレジット・デリバティブ
平成24年度 平成25年度 平成24年度 平成25年度 平成24年度 平成25年度

信用リスク削減手法が適用さ
れたエクスポージャー　　　 2,296 2,326 5,226 5,750 ー ー

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（注）１．格付は適格格付機関が付与しているものに限ります。
　　　２．エクスポージャーは信用リスク削減手法適用後のリスク・ウェイトに区分しています。
　　　３．コア資本に係る調整項目となったエクスポージャー（経過措置による不算入分を除く）、CVAリスクおよび中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。

（注）当金庫は、適格金融資産担保について簡便手法を用いています。

　当金庫は、リスク管理の観点から、取引先の倒産や財
務状況の悪化などにより受ける損失（信用リスク）を削
減するために、取引先によっては、不動産等担保や信用
保証協会保証による保全措置を講じております。ただし、
これはあくまでも補完的措置であり、資金使途、返済原
資、財務内容、事業環境、経営者の資質など、さまざま
な角度から判断を行っております。
　また、判断の結果、担保又は保証が必要な場合には、
お客様への十分な説明とご理解をいただいた上でご契約
いただく等、適切な取扱いに努めております。
　バーゼルⅢにおける信用リスク削減手法として、当金
庫が扱う主要な担保には、預金積金や上場株式等があり、
担保に関する手続きについては、金庫が定める「事務取
扱規程」等や「不動産担保評価管理システム」等により、

　派生商品取引には、市場の変動により損失を受ける可
能性のある市場リスクや取引相手が支払不能になること
により損失を受ける可能性のある信用リスクが内包され
ております。
　当金庫では、「デリバティブ取引取扱規程」等を定め、

適切な事務取扱い並びに適正な評価・管理を行っており
ます。
　一方、当金庫が扱う主要な保証には、金融機関エクス
ポージャーとして適格格付機関が付与している格付によ
り信用度を判定する一般社団法人しんきん保証基金があ
ります。
　また、お客様が期限の利益を失われた場合には、全て
の与信取引の範囲において、預金相殺等をする場合があ
りますが、金庫が定める「事務取扱規程」等において、
適切な取扱いに努めております。
　なお、信用リスク削減手法の適用に伴う信用リスクの
集中に関しては、特に業種やエクスポージャーの種類に
偏ることなく分散されております。

与信限度額を設定するなど、信用リスク、市場リスクを
適切に管理する態勢を整備しております。
　なお、派生商品取引及び長期決済期間取引は該当あり
ません。

４．信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の概要

５．派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関するリスク管理の方針及び手続の概要
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バーゼルⅢ　第3の柱に基づく開示

　当金庫における証券化取引の役割としては、オリジ
ネーターがあります。オリジネーターにあたるものとし
て、政策金融公庫（旧中小公庫）CLOを有しておりま
したが、現在は取扱はございません。

６．証券化エクスポージャーに関する事項

⦿ オリジネーターの場合
　①　原資産の合計額等
　　　該当ありません

　②　三月以上延滞エクスポージャーの額等（原資産を構成するエクスポージャーに限る）
　　　該当ありません

　③　保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別内訳
　　　該当ありません

　④　リスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額等
　　　該当ありません

　⑤　証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額及び原資産の種類別の内訳
　　　該当ありません

　⑥　早期償還条項付の証券化エクスポージャー
　　　該当ありません

　⑦　当期に証券化を行ったエクスポージャーの概略
　　　該当ありません

　⑧　証券化取引に伴い当期中に認識した売却損益の額等
　　　該当ありません

　⑨　証券化エクスポージャーに関する経過措置の適用により算出される信用リスク・アセットの額
　　　該当ありません

⦿ 投資家の場合
　①　保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳
　　　該当ありません

　②　保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の
　　　額等
　　　該当ありません

　③　証券化エクスポージャーに関する経過措置の適用により算出される信用リスク・アセットの額
　　　該当ありません
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自己資本比率規制（バーゼルⅡ第3の柱）に基づく開示

（１）リスク管理の方針及び手続きの概要
　当金庫では、オペレーショナル・リスクを「内部プロ
セス・人・システムが不適切であること、もしくは機能
しないこと、または外生的事象が生起することから当金
庫に生じる損失にかかるリスク」と定義しています。当
金庫は、オペレーショナル・リスクについて、事務リス
ク、システムリスク、法務リスク、評判リスク、人的リ
スク、有形資産リスクの各リスクを含む幅広いリスクと
考え、管理態勢や管理方法に関するリスク管理の基本方
針をそれぞれのリスクについて定め、確実にリスクを認
識し、評価しております。

　上場株式、上場優先出資証券、株式関連投資信託に係
るリスクの認識については、時価評価及び最大予想損失
額（VaR）によるリスク計測によって把握するととも
に、当金庫の抱える市場リスクの状況や、設定された保
有限度枠、損失限度枠の遵守状況を、リスク管理委員会、
ALM委員会等に報告するとともに定期的に理事会、常
勤役員会に報告しています。
　一方、非上場株式、子会社・関連会社、その他ベンチャー

　リスクの計測に関しましては、当面、基礎的手法を採
用することとし、態勢を整備しております。
　また、これらリスクに関しましては、リスク管理委員
会等、各種委員会におきまして協議・検討するととも
に、必要に応じて経営陣による理事会等に報告する態勢
となっております。

（２）オペレーショナル・リスク相当額の算出に使
用する手法の名称

　当金庫は基礎的手法を採用しております。

ファンド又は投資事業組合への出資金に関しては、当金
庫が定める「資金運用基準」等に基づき適正な運用・管
理を行っております。また、リスクの状況は、財務諸表
や運用報告書を基にした評価による定期的なモニタリン
グを実施するとともに、その状況については、適宜、経
営陣へ報告を行うなど、適切なリスク管理に努めており
ます。

７．オペレーショナル・リスクに関する事項

８．出資等エクスポージャーに関するリスク管理の方針及び手続の概要

⦿ 出資等エクスポージャーの貸借対照表計上額及び時価等

⦿ 出資等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額

⦿ 貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額
　　該当ありません

⦿ 貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額
　　該当ありません

区　　　　分
平成24年度 平成25年度

貸借対照表計上額 時　　　価 貸借対照表計上額 時　　　価
上 場 株 式 等 ー ー ー ー
非 上 場 株 式 等 9 ー 9 ー
優 先 出 資 証 券 79 79 91 91

合　　　　　　　計 88 79 100 91

平成24年度 平成25年度
売　　却　　益 ー ー

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（注）貸借対照表計上額は、期末日における市場価格等に基づいております。

（注）損益計算書における損益の額を記載しております。
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バーゼルⅢ　第3の柱に基づく開示

（１）リスク管理の方針及び手続きの概要
　金利リスクとは、市場金利の変動によって受ける資産
価値の変動や、将来の収益性に対する影響を指しますが、
当金庫においては、双方ともに定期的な評価・計測を行
い、適宜、対応を講じる態勢としております。具体的に
は、一定の金利ショックを想定した場合の銀行勘定の金
利リスクの計測や、金利更改を勘案した期間収益シミュ
レーションによる収益への影響度、さらには新商品等の
導入による影響など、ALM管理システムや証券管理シ
ステムにより定期的に計測を行い、ALM委員会で協議
検討をするとともに、必要に応じて経営陣へ報告を行う
など、資産・負債の最適化に向けたリスク・コントロー
ルに努めております。

（２）内部管理上使用した銀行勘定における金利リ
スクの算定手法の概要

　金利リスク算定の前提は、以下の定義に基づいており
ます。
　・計測手法　預貸金等…「金利ラダー方式」
　　　　　　　有価証券…「ＧＰＳ方式」
　・コア預金
　　対　　象：流動性預金全般（当座、普通、貯蓄等）
　　算定方法：①過去５年の最低残高
　　　　　　　②過去５年の最大年間流出量を現残高か

ら差し引いた残高
　　　　　　　③現残高の５０％相当額
　　　　　　　以上３つのうち最小の額を上限
　　満　　期：５年以内（平均２．５年）
　・金利感応資産

　預貸金、有価証券、預け金、その他資産の内金利・
期間を有する資産・負債

　・金利ショック幅
　　　１パーセンタイル値又は９９パーセンタイル値
　・リスク計測の頻度　四半期毎

９．金利リスクに関する事項

⦿ 金利リスクに関する事項

運用勘定 調達勘定

区　　　　分
金利リスク量

区　　　　分
金利リスク量

平成24年度 平成25年度 平成24年度 平成25年度
貸 出 金 △ 82 △ 114 定 期 性 預 金 82 43
有 価 証 券 等 △ 408 △ 295 要 求 払 預 金 62 82
預 け 金 △ 40 △ 34 そ の 他 0 1
コ ー ル ロ ー ン 等 － － 調達勘定合計 144 126
そ の 他 － －

運用勘定合計 △ 530 △ 443

銀行勘定の金利リスク △ 386 △ 317

（単位：百万円）

（注）１．金利リスクは、金融機関の保有する資産・負債のうち、市場金利に影響を受けるもの（例えば、貸出金、有価証券、預金等）が、金利ショックにより発生する
リスク量を見るものです。当金庫では、金利ショックを１パーセンタイル値又は９９パーセンタイル値として銀行勘定の金利リスクを算出しております。

　　	２．要求払預金の金利リスク量は、明確な金利改定間隔がなく、預金者の要求によって随時払い出される要求払預金のうち、引き出されることなく長期間金融機関
に滞留する預金をコア預金と定義し、当金庫では、普通預金等の額の50％相当額を０～５年の期間に均等に振り分けて（平均2.5年）リスク量を算定しております。

　　	３．銀行勘定の金利リスクは、運用勘定の金利リスク量と調達勘定の金利リスク量を相殺して算定しております。
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このディスクロージャー誌は、信用金庫法第８９条で準用する銀行
法第２１条に基づいて作成していますが、その基準における各項目
は以下のページに掲載しています。

１．金庫の概況及び組織に関する次に掲げる事項
　イ．事業の組織 ………………………………………………… ３

　ロ．理事及び監事の氏名及び役職名 ………………………… ３

　ハ．事務所の名称及び所在地 …………………………… ３・２２

２．金庫の主要な事業の内容 …………………………………… １９

３．金庫の主要な事業に関する事項として次に掲げるもの
　イ．直近の事業年度における事業の概況 ……………… ４・５

　ロ．直近の５事業年度における主要な事業の状況を示す

　　　指標として次に掲げる事項

　　①　経常収益 ………………………………………………… ５

　　②　経常利益又は経常損失 ………………………………… ５

　　③　当期純利益又は当期損失 ……………………………… ５

　　④　出資総額及び出資総口数 ……………………………… ５

　　⑤　純資産額 ………………………………………………… ５

　　⑥　総資産額 ………………………………………………… ５

　　⑦　預金積金残高 …………………………………………… ５

　　⑧　貸出金残高 ……………………………………………… ５

　　⑨　有価証券残高 …………………………………………… ５

　　⑩　単体自己資本比率 ……………………………………… ５

　　⑪　出資に対する配当金 …………………………………… ５

　　⑫　職員数 …………………………………………………… ５

　ハ．直近の２事業年度における事業の状況を示す指標と

　　　して別表第一に掲げる事項

　　①　主要な業務の状況を示す指標

　　　ア．業務粗利益及び業務粗利益率 ……………………… ２９

　　　イ．資金運用収支、役務取引等収支及びその他業務収支 …… ２９

　　　ウ．資金運用勘定並びに資金調達勘定の平均残高、

　　　　　利息、利回り及び資金利ざや ……………………… ２９

　　　エ．受取利息及び支払利息の増減 ……………………… ３１

　　　オ．総資産経常利益率 …………………………………… ２９

　　　カ．総資産当期純利益率 ………………………………… ２９

　　②　預金に関する指標

　　　ア．流動性預金、定期性預金、譲渡性預金、

　　　　　その他の預金の平均残高 …………………………… ３0

　　　イ．固定金利定期預金、変動金利定期預金及び

　　　　　その他の区分ごとの定期預金の残高 ……………… ３0

　　③　貸出金等に関する指標

　　　ア．手形貸付、証書貸付、当座貸越及び

　　　　　割引手形の平均残高 ………………………………… ３0

　　　イ．固定金利及び変動金利の区分ごとの

　　　　　貸出金の残高 ………………………………………… ３0

　　　ウ．担保の種類別の貸出金残高及び

　　　　　債務保証見返額 ……………………………………… ３0

　　　エ．使途別の貸出金残高 ………………………………… ３１

　　　オ．業種別の貸出金残高及び貸出金の総額に

　　　　　占める割合 …………………………………………… ３１

　　　カ．預貸率の期末値及び期中平均値 …………………… ３１

　　④　有価証券に関する指標

　　　ア．商品有価証券の種類別の平均残高 ………………… ３２

　　　イ．有価証券の種類別の残存期間別の残高 …………… ３２

　　　ウ．有価証券の種類別の平均残高 ……………………… ３２

　　　エ．預証率の期末値及び期中平均値 …………………… ３２

４．金庫の事業の運営に関する次に掲げる事項
　イ．リスク管理の態勢 …………………………………… ６・７

　ロ．法令等遵守の態勢 …………………………………… ７・８

　ハ．中小企業の経営の改善及び地域の活性化のための

　　　取組みの状況 ……………………………………………… １４

　ニ．金融ＡＤＲ制度への対応 ………………………………… ９

５．金庫の直近の２事業年度における財産の状況に関する
　　次に掲げる事項
　イ．貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書又は

　　　損失金処理計算書 …………………………………… ２４～２８

　ロ．貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計額

　　①　破綻先債権に該当する貸出金 ………………………… ３４

　　②　延滞債権に該当する貸出金 …………………………… ３４

　　③　３カ月以上延滞債権に該当する貸出金 ……………… ３４

　　④　貸出条件緩和債権に該当する貸出金 ………………… ３４

　ハ．自己資本の充実の状況について金融庁長官が別に

　　　定める事項 …………………………………………… ３６～４４

　ニ．次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、

　　　時価及び評価損益

　　①　有価証券 ………………………………………………… ３３

　　②　金銭の信託 ……………………………………………… ３３

　　③　規則第１0２条第１項第５号に掲げる取引

　　　　 …………………………………………………………… ３３

　ホ．貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額 ……………… ３5

　ヘ．貸出金償却の額 …………………………………………… ３5

　ト．金庫が法３８条の２第３項の規定に基づき

　　　貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書

　　　又は損失金処理計算書について会計監査人の

　　　監査を受けている場合にはその旨 ……………………… ２６

６．報酬等に関する事項であって、金庫の業務の運営
　　又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして
　　金融庁長官が別に定めるもの ……………………………… ２８

財務諸表の適正性、及び財務諸表作成に係る
内部監査の有効性確認（理事長）  ……………………………… ２６

金融再生法に基づく開示債権 …………………………………… ３5

❖ 開示基準項目 ❖



函館信用金庫


